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豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領 

（趣旨）  

第１条 この要領は、豊橋市上下水道局広告掲載要綱（以下「要綱」という。）及び豊橋市広

告掲載基準（以下「基準」という。）に基づき、豊橋市上下水道局ホームページ（以下「局

ホームページ」という。）のトップページへの広告掲載に関して必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 局ホームページ 豊橋市上下水道局が公開・管理するホームページのことをいう。 

(２) Ｗｅｂページ インターネット上に公開されている文章や情報のことをいう。 

(３) ＵＲＬ インターネット上の文書や画像などの情報がある場所を示す記述方式のこ

とをいう。 

(４) バナー広告 局ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するＷｅｂ

ページにリンクするものをいう。  

（広告の種類） 

第３条 局ホームページに掲載する広告の種類は、バナー広告（以下「広告」という。）とす

る。 

（広告掲載の募集） 

第４条 豊橋市水道事業及び下水道事業管理者上下水道局長（以下「局長」という。）は、広

告の募集を豊橋市上下水道局が主管する広告媒体等により行うものとする。  

２ 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は局長が必要と認めたときに行うことができる

ものとする。 

３ 局長は、募集を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の

案内をすることができるものとする。 

（広告の掲載規格等）  

第５条 局ホームページに掲載する広告の規格は、次のとおりとする。 

(１) サイズは、縦 60 ピクセル、横 234 ピクセルであること。 
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(２) 形式は、ＪＰＥＧ形式又はＧＩＦ形式（透過型は除く）の静止画であること。 

(３) データ容量は、30 キロバイト以下であること。  

(４) デザイン及び色彩は、局ホームページのイメージを損なわないものであること。 

２ 次の表現を含んだ広告は、閲覧者に誤解を与えるおそれがあるため、使用しないものと

する。 

(１) 「×」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン 

(２) アラートマーク（警告表示） 

(３) ラジオボタン（選択肢があるように見えるもの） 

(４) テキストボックス（入力ができるように見えるもの） 

(５) プルダウンメニュー（下に選択肢があるように見えるもの） 

(６) その他、これらに類するもの 

（広告の内容等）  

第６条 局ホームページに掲載できる広告の内容等については、要綱、基準及びこの要領に

基づくものとする。  

（広告掲載期間等）  

第７条 広告の掲載期間は１か月単位とし、具体的な掲載期間及び掲載位置は、募集要項で

定める。 

２ 広告掲載の開始日及び終了日は局長が定める。 

３ 広告掲載期間において、豊橋市上下水道局の都合により局ホームページを閉鎖した時間

が生じたときは、その閉鎖時間を24時間で除して得た日数（１日未満の端数は切り捨てる。）

に相当する期間、掲載期間を延長する。（ただし、大規模災害時を除く。）  

（広告掲載の申込み） 

第８条 広告掲載を希望する者（以下「広告掲載希望者」という。）は、局ホームページバナ

ー広告掲載申込書（様式１）及び審査に必要な書類を添付して、局長に提出しなければな

らない。  

（広告原稿の作成）  

第９条 広告原稿は、第５条各項を満たすものとし、広告掲載希望者の責任及び負担で作成
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するものとする。 

（広告掲載の決定及び掲載順位等）  

第 10 条 局長は、第８条の規定による申込みがあったときは、要綱、基準及びこの要領に基

づき、広告掲載の可否を決定する。 

２ 局ホームページは、その性格上、上下水道事業に係る事項を主な目的に閲覧されるため、

広告掲載できる者は、別表１に定めることとし、上下水道事業に実績があり、かつ優良な

事業者とする。 

３ 掲載する広告の順位は別表２で定める。 

４  局長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果について広告掲載希望者に対し、

局ホームページバナー広告掲載決定通知書（様式２）により通知するものとする。  

（広告掲載料）  

第 11 条 局ホームページへの広告掲載料は別表３に定める。 

２ 広告掲載決定通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、局長が指定する期日までに

広告掲載料を一括して前納するものとする。  

（広告内容等の変更）  

第 12 条 局長は、掲載が決定された広告においても、広告の内容、デザイン及びリンク先の

Ｗｅｂページの内容等が次に掲げる事項に該当する場合は広告主に対して広告の内容等の

変更を求めることができる。 

（１） 各種法令等に違反しているとき又はそのおそれがあるとき。 

（２） 要綱、基準及びこの要領に抵触していると判断したとき。 

（３） 局ホームページへの掲載が適切でないと局長が判断したとき。 

（広告掲載の取り消し等） 

第 13 条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告等することなく広

告の掲載を取り消し、又は広告の掲載を一時停止することができる。 

(１) 指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき、又は納付する見込みがないと

き。  

 (２) 広告主から掲載取り止めの申し出があったとき。  
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(３) 広告の内容又はリンク先Ｗｅｂページの内容等の変更によって、当該変更後の内容

が広告掲載の基準に反する場合又はそのおそれがある場合で、局長が必要と認めると

き。  

(４) 前各号に規定するもののほか、局ホームページへの広告掲載が適切でないと局長が

判断したとき。  

(５) 前条の規定による変更に広告主が応じないとき。 

２ 局長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したとき、又は広告の掲載を一時停止し

たときは、局ホームページバナー広告掲載取消等通知書（様式３）により広告主に通知す

るものとする。  

（広告原稿等の変更及び決定）  

第 14 条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告主は局ホームページバナー広告掲載変

更届（様式４）により、変更を希望する日の 10 日前までに局長に届け出なければならない。

ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

(１) 広告を差し替えるとき。  

(２) リンク先のＵＲＬを変更するとき。  

２  局長は、前項の規定により広告原稿等の掲載変更について決定したときは、局ホームペ

ージバナー広告掲載変更決定通知書（様式５）により広告主に通知するものとする。  

（広告掲載の取り止め）  

第 15 条 広告主は、自己の都合により局ホームページへの広告掲載を取り止めることができ

るものとする。  

２ 前項の規定により広告掲載を取り止めるときは、広告主は局ホームページバナー広告掲

載取止め届（様式６）により広告掲載の取り止めを希望する日の 10 日前までに局長に届け

出なければならない。 

（広告掲載料の還付） 

第 16 条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告の掲

載ができなくなったときは、この限りでない。  

２ 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した日の属する月以降
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の納付済月額の総額とする。  

３ 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。  

４ 広告掲載料の還付を受けようとする者は、局ホームページバナー広告掲載料還付請求書

（様式７）を局長に提出しなければならない。  

（広告主の責任等）  

第 17 条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。  

（損害賠償請求） 

第 18 条 第 13 条第１項第３号及び第４号に該当する事由により豊橋市上下水道局が被害を

受けた場合は、局長は広告主に対し、損害賠償請求を行うことができるものとする。  

（その他）  

第 19条 この要領に定めるもののほか、局ホームページへの広告掲載について必要な事項は、

局長が定める。  

附 則 

この要領は、平成 22 年 11 月 30 日から施行する。 

この要領は、平成 23 年８月 17 日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際、改正前の豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領の規定によ

り作成されている様式１、様式４、様式６及び様式７は、改正後の豊橋市上下水道局ホー

ムページ広告取扱要領の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年 11 月 11 日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この要領の施行の際、改正前の豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領の規定によ

り作成されている様式１から様式７は、改正後の豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱

要領の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 

別表１（第 10 条関係） 

別表２（第 10 条関係） 

第１優先項目 
第２優先項目 

第１順位 第２順位 第３順位 

第１順位 
市内に本社又は本店

を有する事業者 

掲載提案月額

の高いもの 

掲載希望期間

の長いもの 

申込み順 

第２順位 
市内に支店又は営業

所等を有する事業者

同上 同上 同上 

第３順位 
市外の事業者 同上 同上 同上 

※ 左隅からの掲載順位とする。 

別表３（第 11 条関係） 

掲載位置 １か月当たりの広告掲載料

１段目 ５，０００円以上

２段目 ３，０００円以上

※ 消費税及び地方消費税額を含む。

区 分 事 業 者 

１ 水道関連事業者 
豊橋市上下水道局指定給水装置工事事業

者の資格を有するもの 

２ 下水道関連事業者 
豊橋市上下水道局排水設備指定工事店の

資格を有するもの 

３
水道及び下水道設備

に関連する事業者 

・建設業法で定める土木一式工事の資格を

有するもののうち、豊橋市上下水道局競争

入札参加資格を有するもの 

・給水装置及び排水設備の製造業又は卸売

業を営むもの 
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様式１（第８条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載申込書 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 

上下水道局長 様 

申込者 

住 所 

氏 名                

   （法人の場合は、名称及び代表者） 

     （電話   局     番） 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第８条により、下記のとおり申

し込みます。 

記

広

告

掲

載

希

望

者

所 在 地
〒  －

名   称

代表者役職名・氏名

担当者氏名

連絡先

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｅメール

業   種

掲 載 提 案 額

□ １段目（5,000 円以上） □ ２段目（3,000 円以上）

掲載提案月額(a) 掲載希望期間(b) 合計金額（a×b）

円／月  か月 円

リンク先ＵＲＬ http://

添 付 資 料

① 会社概要（登記簿謄本の写し等） 

② 承諾書（市税の滞納額が無い証明を交付申請するためのもの）

③ 許可・登録・資格等が必要な業種については、それを証明する

ものの写し 

④ 自社ホームページを印刷したもの（トップページのみ） 

⑤ 広告原稿（電子データ）
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様式２（第 10 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載決定通知書 

           様 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 

    上下水道局長 

年  月  日付で申し込みがありました豊橋市上下水道局ホームページ

バナー広告掲載について、豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 10 条

により、下記のとおり決定しましたので通知します。 

記

決 定 区 分

□ 掲載する

□ 掲載しない  

理由（                 ）

広
告
掲
載
希
望
者

所 在 地
〒  －

名   称

代表者役職名・氏名

広告掲載料

（消費税及び地方消費税額を含む。）

金額 
十 万 千 百 十 円 

掲載期間 年  月 日 ～  年  月  日（  か月）

※広告掲載料は、同封した納入通知書により期限内に納付して下さい。

局長

 担当 豊橋市上下水道局 総務課

ＴＥＬ（  ）  - 

ＦＡＸ（  ） -
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様式３（第 13 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載取消等通知書 

 様 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 

  上下水道局長 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 13 条により、下記のとおり広

告の掲載を取り消しましたので通知します。 

記

広告掲載取消理由

広告掲載取消期間   年  月  日 ～  年  月  日（ か月）

担当 豊橋市上下水道局 総務課

ＴＥＬ（  ）  - 

ＦＡＸ（  ） - 
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様式４（第 14 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載変更届 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者  

上下水道局長 様 

申出者 

住 所 

氏 名                

   （法人の場合は、名称及び代表者） 

     （電話   局     番） 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 14 条により、下記のとおり変

更を届け出します。 

記

掲載変更理由

広告内容の変更

変更前

変更後

（広告原稿を変更する場合は、電子データも添付して

ください。）

リンク先ＵＲＬの変更

変更前（http:// 

変更後（http:// 

（リンク先の変更が必要ない場合、記入は不要です。）

掲載変更希望日 年  月  日
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様式５（第 14 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載変更決定通知書 

 様 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 

  上下水道局長 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 14 条により、下記のとおり通

知します。 

記

決 定 区 分

□ 掲載変更する

□ 掲載変更しない  

理由（                 ）

変 更 内 容

掲載変更日    年   月   日

 担当 豊橋市上下水道局 総務課

ＴＥＬ（  ）  - 

ＦＡＸ（  ） -
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様式 6（第 15 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載取止め届 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者  

上下水道局長 様 

届出者 

住 所 

氏 名                

   （法人の場合は、名称及び代表者） 

     （電話   局     番） 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 15 条により、下記のとおり届

け出します。 

記

広

告

掲

載

者

所 在 地

〒  －

名   称

代表者役職名・氏名

掲載取止め希望日 年  月  日

広告掲載取止め理由
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様式７（第 16 条関係） 

年  月  日 

局ホームページバナー広告掲載料還付請求書 

豊橋市水道事業及び下水道事業管理者  

上下水道局長 様 

申込者 

住 所 

氏 名                

   （法人の場合は、名称及び代表者） 

     （電話   局     番） 

豊橋市上下水道局ホームページ広告取扱要領第 16 条により、下記のとおり広

告掲載料の還付を請求します。 

記

還付理由

還付対象期間 年  月分 から  年  月分（  か月）

還付請求金額                    円


